
添付資料１ 各移転料の支払いの考え方について 
 

 
 

世帯人数２人の場合 
 

①移転料（移転料＋その他移転料）    16.29 万円：移転前払い 

＋②移転料（移転雑費＋就業不能補償費＋電話移設料）  6.03 万円：移転後払い 

 移転料          合計  22.32 万円 

 
 
 

※上記の金額は、過去の実績に基づく数値であり、参考である。フロー図は、仮移転料・本移転 

料の手続き・順番などの流れを分かりやすく説明することを目的としたものである。支払いの 

順番は図に示す①～⑤の順番のとおりである。 

引越し業者等 

入居者 ②移転料（移転雑費等） 

後払い（6.03 万円） 

⑤移転料支払 

（22.32万円） 

④移転料請求 

（22.32万円） 

 

①移転料  前払い 

（16.29 万円） 

事業者 

市 

引越し代金等 

賃貸人又は市 

家賃 

③家賃補填料  前払い 

（民間賃貸住宅家賃との差額） 

 ※仮移転期間中毎月の支払 

④家賃補填料請求 
（民間賃貸住宅家賃との差額） 

⑤家賃補填料支払 
（民間賃貸住宅家賃との差額） 



添付資料２ 入居者移転支援業務に係るフロー及び書式 

①入居者移転支援業務のフロー 
 

仮移転に必要な住戸数の算定 
実施時期：各整備工区においてその都度 

業務対象：市の情報提供に基づき、事業者が実施 

 

入居者説明会の実施 

（事業概要説明、意向調査等） 

実施時期：本事業着手後速やかに 

業務対象：事業者が入居者に対し実施（市も出席） 

＜配布（提出）資料＞ 

事前：入居者説明会開催案内 

当日：入居者説明会資料、入居者意向調査票 

後日：入居者意向報告書（※市へ提出） 
 

移転支援窓口の設置 
実施時期：入居者説明会開催案内の事前配付時から本移転支援業務の終了まで 

業務対象：事業者が入居者及び市に対し実施 

 

利用可能な仮住居数 

（既存住宅及び民間賃貸住宅）の調査 

実施時期：各整備工区においてその都度 

業務対象：事業者が実施し、市に報告 

 

民間賃貸住宅の確保と報告 
実施時期：各整備工区においてその都度 

業務対象：事業者が実施し、市に報告 
 

整備スケジュールの確定 
実施時期：各整備工区においてその都度 

業務対象：事業者が実施し、市に報告 

 

   以下、各整備工区ごとに実施。 

仮移転説明会の実施（第1回） 

実施時期：仮移転開始の約２か月前 

業務対象：事業者が入居者に対し実施（市も出席） 

＜配布（提出）資料＞ 

事前：仮移転説明会開催案内 

当日：仮移転説明資料、仮住居抽選会案内資料・通知 

 

仮住居抽選会等の実施 

実施時期：仮移転開始の１か月以上前 

業務対象：事業者が入居者に対し実施（市も出席） 

＜配布（提出）資料＞ 

抽選会後速やかに：仮住居抽選結果通知書、仮住居抽選会結果報告書（※市へ提出） 

仮移転説明会（2回目）までに：事業者が仮住居の確認書を市より受領し、仮移転者に配布 
 

仮移転説明会（２回目） 

実施時期：仮移転開始の約１か月前 

業務対象：事業者が仮移転者に対し実施（市も出席） 

＜配布（提出）資料＞ 

当日：仮移転説明会資料及び以下 

〔別紙1〕移転協定書（仮移転用）、〔別紙3〕移転料請求書（移転料、その他移転料）、 

〔別紙4〕移転料請求書（移転雑費等）、〔別紙5〕家賃補填料請求書、〔別紙6〕移転完了届、 

〔別紙7〕承諾書、〔別紙8〕市営住宅返還届、〔別紙9〕市営住宅使用申請書（仮移転用）※添付含

む 

＜回収資料＞ 

説明会当日から２週間以内： 

〔別紙1〕移転協定書（仮移転用）、〔別紙3〕移転料請求書（移転料、その他移転料）、 

〔別紙9〕市営住宅使用申請書（仮移転用） 

 

仮移転支援 

（移転料支払い手続支援、引越し支

援） 

実施時期：整備対象の既存住宅解体工事着工までに 

業務対象：事業者が仮移転者に対し実施（仮移転者が仮移転を実施） 

＜回収資料＞ 

仮移転後： 

〔別紙4〕移転料請求書（移転雑費等）、〔別紙5〕家賃補填料請求書、〔別紙6〕移転完了届、 

〔別紙7〕承諾書、〔別紙8〕市営住宅返還届 
 

本移転意向確認 

実施時期：本移転開始日の約４か月前から本移転住戸抽選会の実施まで 

業務対象：事業者が仮移転者及び仮移転をせずに直接本移転をする入居者に対し実施 

＜配布（提出）資料＞ 

更新住宅への本移転開始日の約４か月前：本移転意向確認書 

本移転抽選会前：本移転意向確認書、本移転住戸抽選会案内資料・通知 

 

本移転住戸抽選会等の実施 

実施時期：本移転開始日の約３か月前 

業務対象：事業者が仮移転者及び仮移転をせずに直接本移転をする入居者に対し実施

（市も出席） 

＜配布（提出）資料＞ 

本移転等説明会3週間前：本移転説明会開催案内 

抽選会後速やかに：本移転住戸抽選結果通知書、本移転住戸抽選会結果報告書（※市へ提出） 

本移転説明会までに：事業者が本移転住戸の確認書を市より受領し、本移転者に配布 

 

本移転等説明会の実施 

実施時期：本移転開始日の約１か月前 

業務対象：事業者が本移転者に対し実施（市も出席） 

＜配布（提出）資料＞ 

当日：本移転説明会資料及び以下 

〔別紙2〕移転協定書（本移転・住替用）、〔別紙3〕移転料請求書（移転料、その他移転料）、 

〔別紙4〕移転料請求書（移転雑費等）、〔別紙6〕移転完了届、〔別紙7〕承諾書、 

〔別紙8〕市営住宅返還届、〔別紙10〕市営住宅入居請書（本移転・住替用） 

＜回収資料＞ 

説明会当日から2週間以内： 

〔別紙2〕移転協定書（本移転・住替用）、〔別紙3〕移転料請求書（移転料、その他移転料）、 

〔別紙10〕市営住宅入居請書（本移転・住替用） 

 

本移転支援 

（移転料支払い手続支援、引越し支

援） 

実施時期：整備対象の更新住宅竣工後までに 

業務対象：事業者が本移転者に対し実施（本移転者が本移転を実施） 

＜回収資料＞ 

本移転後： 

〔別紙4〕移転料請求書（移転雑費等）、〔別紙6〕移転完了届、〔別紙7〕承諾書、 

〔別紙8〕市営住宅返還届 
 

  

４
ヶ
月 

３
ヶ
月 

１
ヶ
月 

２
ヶ
月 

仮移転者の状況把握 

実施時期： 

第１期整備の仮移転説明

会（１回目）開催後から

第３期の仮移転完了まで 

業務対象： 

事業者が市に対し実施 

＜配布（提出）資料＞ 

仮住居及び仮駐車場の確定及

び仮住居への入居が完了し次

第都度：仮移転状況報告書

（※市へ提出） 

 

仮住居の補修 
実施時期： 

随時仮移転開始までに 

業務対象：事業者が実施 

本移転者の状況把握 

実施時期： 

第１期整備の本移転意向

確認後から第3期の本移転

完了まで 

業務対象： 

事業者が市に対し実施 

＜配布（提出）資料＞ 

本移転住戸の確定及び入居が

完了し次第都度：本移転状況

報告書（※市へ提出） 

 

退去又は住替 
実施時期： 

意向確認調査後随時 

業務対象： 

事業者が、退去者又は住

替者に対し実施 

※退去・住替手続き支援

業務に基づく 



添付資料２ 入居者移転支援業務に係るフロー及び書式 

 

退去・住替手続き支援 

実施時期：整備対象の既存住宅解体着工までに 

業務対象：事業者が退去者又は住替者に対して実施 

※移転等説明会の実施、移転支援（移転料支払い手続支援、引越し支援）を、本移転支

援業務フローと同様に実施 

＜配布（提出）資料＞ 

移転説明会前：移転説明会開催案内※仮移転説明会と同時も可 

移転説明会当日：移転説明資料及び以下 

＜退去の場合＞ 

〔別紙3〕移転料請求書（移転料、その他移転料）、 

〔別紙4〕移転料請求書（移転雑費等）、〔別紙6〕移転完了届、〔別紙7〕承諾書、〔別紙8〕市営住

宅返還届、〔別紙11〕住居明渡し協定書 

＜住替の場合＞ 

〔別紙2〕移転協定書（本移転・住替用）、〔別紙3〕移転料請求書（移転料、その他移転料）、 

〔別紙4〕移転料請求書（移転雑費等）、〔別紙6〕移転完了届、〔別紙7〕承諾書、 

〔別紙8〕市営住宅返還届、〔別紙10〕市営住宅入居請書（本移転・住替用） 

＜回収資料＞ 

退去又は住替え（引越し実施）2週間前： 

＜退去の場合＞ 

〔別紙3〕移転料請求書（移転料、その他移転料）、〔別紙11〕住居明渡し協定書 

＜住替の場合＞ 

〔別紙2〕移転協定書（本移転・住替用）、〔別紙3〕移転料請求書（移転料、その他移転料）、 

〔別紙10〕市営住宅入居請書（本移転・住替用） 

退去又は住替え（引越し実施）完了後： 

＜退去の場合＞ 

〔別紙4〕移転料請求書（移転雑費等）、〔別紙6〕移転完了届、〔別紙7〕承諾書、 

〔別紙8〕市営住宅返還届 

＜住替の場合＞ 

〔別紙4〕移転料請求書（移転雑費等）、〔別紙6〕移転完了届、〔別紙7〕承諾書、 

〔別紙8〕市営住宅返還届 

 

 



添付資料２ 入居者移転支援業務に係るフロー及び書式 

 

②入居者移転支援業務に係る書式リスト 
 

書式名称 
横須賀市市営住宅条例 

に定める様式の適用 

別紙１ 移転協定書（仮移転用）  

別紙２ 移転協定書（本移転・住替用）  

別紙３ 移転料請求書（移転料、その他移転料）  

別紙４ 移転料請求書（移転雑費等）  

別紙５ 家賃補填料請求書  

別紙６ 移転完了届  

別紙７ 承諾書  

別紙８ 市営住宅返還届 第25号様式（第25条関係） 

別紙９ 市営住宅使用申請書  

別紙９ 添付１ 誓約書（仮移転用）  

別紙９ 添付２ 市営住宅連帯保証人連絡票（仮移転用）  

別紙１０ 市営住宅入居請書（本移転・住替用） 第4号様式（第9条関係） 

別紙１０ 添付１ 誓約書（本移転・住替用）  

別紙１０ 添付２ 市営住宅連帯保証人連絡票（本移転・住

替用） 

 

別紙１１ 住戸明渡し協定書（退去用）  
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③入居者移転支援業務に係る書式 
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移 転 協 定 書（仮移転用） 
 

 

 横須賀市（以下「甲」という。）との間に締結した本公郷改良アパート建替事業契約（以下

「事業契約」という。）に基づき、甲と○○○○○○（以下「乙」という。）及び本公郷改良アパー

ト建替事業の建替に伴う入居者移転支援業務を実施する○○○○○○（以下「丙」という。）との

間に、本公郷改良アパートの入居者の移転に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（協定の目的） 

第1条 甲、乙及び丙は、住宅の明け渡しと移転に関する事項を定め、甲乙丙三者合意の上、滞

りなく仮移転を完了させることを協定の目的とする。 

 

（明け渡す住宅） 

第２条  この協定により乙が甲に明け渡す住宅（以下「住宅」という。）は次のとおりとする。 

  (１)  住宅の所在    横須賀市公郷町2丁目21番地2、22番、23番地5 

  (２)  団地の名称    本公郷改良アパート 

  (３)  住宅の番号          

 

（移転する住宅） 

第３条 この協定により甲が乙に入居を認める住宅（以下「仮住居」という。）は次のとおりとす

る。 

（１） 仮住居の所在 

（２） 仮住居の名称 

（３） 仮住居の番号 

 

（乙の責務） 

第４条 乙は、その責任において、住宅に存する家財その他の動産を除去して甲に明け渡し、平

成○年○月○日から平成○年○月○日までに前条に定める仮住居に入居するものとす

る。 

２ 乙は、前項の移転が完了したときには、速やかに甲に移転完了届を提出するものとする。 

 

（明け渡しの確認等） 

第５条 丙は、前条第２項に定める移転完了届を受理したときは、速やかにその事実を確認し、

住宅に残存物件等がある場合は、乙にその処理を請求することができるものとする。 

 

（残存物件等の処分） 

第６条 丙が残存物処分等の処理を請求した結果、乙がその権利の放棄を書面にて意思表示した

場合は、丙はこれを処分し、廃棄することができるものとする。 

２ 前項の場合において、第三者からの不服又は異議その他の申し立てがあった場合は、乙の責

任において措置するものとする。 

 

（移転補償等） 

第７条  甲は、乙が移転に要する費用相当額を補償するものとし、丙は補償を代行するものとす

る。移転補償対象は、移転料、その他移転料、移転雑費、就業不能補償、電話移設料、家賃補

填料とする。 

２  前項に定める移転補償のうち、移転料、その他移転料は、金       円とし、丙は、

乙が住宅を明け渡す前に乙に支払うことができるものとする。 

３  第１項に定める移転補償のうち、移転雑費、就業不能補償費、電話移設料は、金    円

とし、丙は、乙が仮住居に入居し、移転が完了したことを確認後、乙の移転料請求書及び移転

別紙１ 
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完了届を受理した日から１４日以内に乙に支払うものとする。 

４  民間賃貸住宅へ仮移転を行う場合、民間賃貸住宅の家賃について、乙が住宅を明け渡した

後、乙が本移転先の住戸に入居するまでの間、第２条に規定する住宅との家賃の差額を、丙

は、家賃補填料として乙に毎月支払うことができるものとする。なお、乙が民間賃貸住宅へ仮

移転を行った初月については、乙が住宅を明け渡す前に、丙は乙に家賃補填料を支払うことが

できるものとする。 

５ 丙は、家賃補填料を乙に支払うにあたり、乙から家賃補填料請求書を受領するものとする。

家賃補填料請求書には、仮移転期間中必要となる家賃金額を月ごとに記載し、丙が乙に補填料

を支払うごとに当該月の支払い確認欄に乙の確認印を受けるものとする。 

６ 第２項から第４項に定める移転補償等の支払いは、丙から乙への手渡しによる支払い、ある

いは、乙が指定する金融機関に振り込むものとする。 

７ 第６条で規定する残存物件等の処理について、乙は、丙が指定する日までに処理するものと

し、処理が完了しない限りは、前６項に定める移転補償及び家賃補填料の支払いを無利息にて留保

することとし、乙は、甲及び丙に対し異議を述べることはできない。 

 

 

（信義則） 

第８条 甲乙丙三者は、信義を重んじ、誠実にこの協定に定める事項を履行するものとする。 

 

（疑義等の決定） 

第９条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた場合は、甲乙丙の三者協議

のうえ定めるものとする。 

 

 この協定の締結を証するため、協定書を３通作成し、甲乙丙記名押印のうえ各自その１通を保

有する。 

 

                    

   平成 ●年 ●月●日 

                      甲  横須賀市小川町１１番地 

                         横須賀市 

                         代表者 市長 上地 克明 

  

                     乙  横須賀市  

●●住宅 

○○ ○○○ ㊞ 

 

                     丙  住所   

会社名  

                            ○○ ○○○ ㊞ 

 

  



添付資料２ 入居者移転支援業務に係るフロー及び書式 

 

移 転 協 定 書（本移転・住替用） 
 

 

 横須賀市（以下「甲」という。）との間に締結した本公郷改良アパート建替事業契約（以下

「事業契約」という。）に基づき、甲と○○○○○○（以下「乙」という。）及び本公郷改良アパー

ト建替事業の建替に伴う入居者移転支援業務を実施する○○○○○○（以下「丙」という。）との

間に、本公郷改良アパートの入居者の移転に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（協定の目的） 

第1条 甲、乙及び丙は、住宅の明け渡しと移転に関する事項を定め、甲乙丙三者合意の上、滞

りなく移転を完了させることを協定の目的とする。 

 

（移転前に居住する住宅） 

第２条  この協定により乙が移転する前に居住する住宅は次のとおりとする。 

２ 本公郷改良アパートまたはその他の市営住宅 

  (１)  住宅の所在     

  (２)  団地の名称     

  (３)  住宅の番号          

３ 民間賃貸住宅 

  (１)  住宅の所在 

  (２)  住宅の名称 

  (３)  住宅の番号  

 

（移転する住宅） 

第３条 この協定により甲が乙に入居を認める住宅（以下「移転住宅」という。）は次のとおりと

する。 

（１） 移転住宅の所在 

（２） 移転住宅の名称 

（３） 移転住宅の番号 

 

（乙の責務） 

第４条 乙は、その責任において、第２条第２項に規定する住宅に存する家財その他の動産を除

去して甲に、第２条第３項に規定する住宅に存する家財その他の動産を除去して民間賃

貸住宅の貸主に住宅を明け渡し、その旨を丙に報告の上、    から     まで

に前条に定める移転住宅に入居するものとする。なお、乙が第２条で規定する住宅以外

に居住する場合は、該当動産の除去を要しない。 

２ 乙は、前項の移転が完了したときには、速やかに丙に移転完了届を提出するものとする。 

 

（明け渡しの確認等） 

第５条 丙は、前条第２項に定める移転完了届を受理したときは、速やかにその事実を確認し、

住宅に残存物件等がある場合は、乙にその処理を請求することができるものとする。 

 

（残存物件等の処分） 

第６条 丙が残存物処分等の処理を請求した結果、乙がその権利の放棄を書面にて意思表示した

場合は、丙はこれを処分し、廃棄することができるものとする。 

２ 前項の場合において、第三者からの不服又は異議その他の申し立てがあった場合は、乙の責

任において措置するものとする。 
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添付資料２ 入居者移転支援業務に係るフロー及び書式 

（移転補償） 

第７条  甲は、乙が移転に要する費用相当額を補償するものとし、丙は補償を代行するものとす

る。移転補償対象は、移転料、移転雑費、就業不能補償、電話移設料、その他移転料とする。 

２  前項に定める移転補償のうち、移転料、その他移転料は、金       円とし、丙は、

乙が住宅を明け渡す前に乙に支払うことができるものとする。 

３  第１項に定める移転補償のうち、移転雑費、就業不能補償費、電話移設料は、金    円

とし、丙は、乙が移転住宅に入居し、移転が完了したことを確認後、乙の移転料請求書及び移

転完了届を受理した日から１４日以内に乙に支払うものとする。 

４ 第６条で規定する残存物件等の処理について、乙は、丙が指定する日までに処理するものと

し、処理が完了しない限りは、前３項に定める移転補償の支払いを無利息にて留保することとし、

乙は、甲及び丙に対し異議を述べることはできない。 

 

 

（信義則） 

第８条 甲乙丙三者は、信義を重んじ、誠実にこの協定に定める事項を履行するものとする。 

 

（疑義等の決定） 

第９条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた場合は、甲乙丙の三者協議

のうえ定めるものとする。 

 

 この協定の締結を証するため、協定書を３通作成し、甲乙丙記名押印のうえ各自その１通を保

有する。 

 

                    

   平成 ●年 ●月 ●日 

                      甲  横須賀市小川町１１番地 

                         横須賀市 

                         代表者 市長 上地 克明 

  

                     乙  横須賀市  

●●住宅 

○○ ○○○ ㊞ 

 

                     丙  住所   

会社名  

                            ○○ ○○○ ㊞ 

 

 

 



添付資料２ 入居者移転支援業務に係るフロー及び書式 

 

移転料請求書（移転料、その他移転料） 
 

平成 年 月 日 

 
 

様 

 
 

住 所  

 棟○号室 

 

 

氏 名 印 

 

 

金      円 

（消費税及び地方消費税含む。） 

項目 金額 計算方法 

①移転料 円 世帯人数によって決定（  人） 

②その他 

移転料 
円 

 一律金額 円 

 風呂釜・浴槽加算      円 

 ガス変更加算 円 

 民間賃貸住宅加算 円 

合  計 円 前払い金額 

 

下記住宅からの移転を行うにあたり、横須賀市と締結した移転協定書に基づく補償金

として、移転料及びその他移転料を請求します。 
 

記 
 

１ 従前の住宅   

 

２ 移転予定日 平成 年 月 日 

 

３ 移転種別 （仮移転・本移転・住替・退去）※いずれかを○で囲ってください。 

 
 

【振込先】 

金融機関名  

支店名  

預金種別 

(該当に○をつけてください) 
普通     当座 

口座番号  

名義人氏名(かな)  
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添付資料２ 入居者移転支援業務に係るフロー及び書式 

 

移転料請求書（移転雑費等） 
 

平成 年 月 日 
 

様 

 
 

住 所  

 
 

氏 名 印 

 

金 円 
（消費税及び地方消費税含む。） 

項目 金額 計算方法 

③移転雑費 円  世帯人数によって決定（  人） 

④就業不能補償費 円  一律金額 円 

⑤電話移設料 円  一律金額 円 

合  計 円 後払い 

 

 

下記住宅からの移転を完了しましたので横須賀市と締結した移転協定書に基づく補償金と

して、移転雑費等（移転雑費・就業不能補償費・電話移設料）を請求します。 

記 
 

１ 従前の住宅  

 

２ 移転完了日 平成 年 月 日 

 

３ 移転種別 （仮移転・本移転・住替・退去）※いずれかを○で囲ってください。 

 

 

【振込先】 

金融機関名  

支店名  

預金種別 

(該当に○をつけてください) 
普通     当座 

口座番号  

名義人氏名(かな)  
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添付資料２ 入居者移転支援業務に係るフロー及び書式 

 
 

 

家賃補填料請求書 
 

平成 年 月  日 
 

様 

 
 

住所（仮住居） 

 
 

氏名                            印 

 

金 円 
（消費税及び地方消費税含む。） 

家賃対象月 家賃金額（税込）① 移転前の家賃（税込）② 補填金額③（①-②） 
支払

確認 

   年  月 円 

円 

円 印 

   年  月 円 円 印 

   年  月 円 円 印 

   年  月 円 円 印 

   年  月 円 円 印 

   年  月 円 円 印 

   年  月 円 円 印 

合  計 円  円 印 

※仮移転期間に応じ、適宜行を増減して、仮移転期間中必要となる家賃対象月全てを記載する。 

※仮移転者は、家賃補填料が支払われた月の「支払確認」欄に押印する。 

 

下記民間賃貸住宅の入居費用について、横須賀市と締結した移転補償に関する協定書に

基づく補償金として、家賃補填料を請求します。 

記 
 

１ 従前の住宅  

 

２ 移転完了日 平成 年 月 日 

 

３ 民間賃貸住宅契約期間   年  月  日 から   年  月  日 
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添付資料２ 入居者移転支援業務に係るフロー及び書式 

【振込先】 

金融機関名  

支店名  

預金種別 

(該当に○をつけてください) 
普通     当座 

口座番号  

名義人氏名(かな)  

 

 

  



添付資料２ 入居者移転支援業務に係るフロー及び書式 

 

移 転 完 了 届 
 

 

 

 

 

１ 旧住宅の電気・ガス・水道の閉栓関係について 

電気の閉栓    平成    年    月    日に連絡・閉栓済み。 

ガスの閉栓    平成    年    月    日に連絡・閉栓済み。 

水道の閉栓    平成    年    月    日に連絡・閉栓済み。 

 
２ 移転完了日 

平成 年 月 日 

 

 

 
上記のとおり相違ありません。

平成 年 月 日 

 
（旧） 住宅 棟 号室 

氏 名    印 

電話番号 
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添付資料２ 入居者移転支援業務に係るフロー及び書式 

 

承   諾   書 
                             

 平成  年  月  日 

 

（ あ て 先 ）横 須 賀 市 長   

  

 住所                    

                         

 

氏名                  印  

            

私は、市営                   号室を返還するにあたり、

当該住宅内の原状復旧をせず、残存物を残したまま退去しました。 

つきましては、当該住宅内にある残存物については、市において処分することを

承諾するとともに、今後、市の処置に対して一切の異議を申し立てません。 

後日のため、この書を差し入れます。 
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添付資料２ 入居者移転支援業務に係るフロー及び書式 
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市 営 住 宅 使 用 申 請 書  

 平成  年  月  日 

 

 

  (あて先)横須賀市長 

使 用 者 

 

連帯保証人 

住所 

氏名       ㊞ 

住所 

氏名       ㊞ 

 入居者は、下記の住宅の使用にあたっては、法令並びに市営住宅条例及び市営住宅条

例施行規則の規定を遵守し、使用者の義務を誠実に履行します。 

 

 連帯保証人は、使用者と連帯して家賃その他の使用者の債務を負担する責めに任じま

す。 

入居決定を

受けた住宅 
  

家 賃 
条例の規定により、毎年度行う収入申告などに基づき家賃は変更すること

があります。 

添 付 書 類 

1 誓約書 

2 連帯保証人の印鑑登録証明書 

3 連帯保証人の連絡先が分かる書類 

(事務処理欄) 
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誓  約  書（仮移転用） 
 

 平成  年  月  日  

 

 （あて先）横須賀市長 

 

                 （使用者） 

                   現住所                      

 

                   氏 名                  ㊞   

     

 

 

１． 私、          は、下表の市営住宅を使用するにあたり、公営住宅法、住宅地区

改良法、市営住宅条例等の規定を堅く守り、特に下記事項についても了解し、遵守することを

誓約いたします。 

住 宅 名  

部 屋 番 号           棟          号室 

 

(1) 家賃はその月の末日（末日が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日）までに、納付

します。 

(2) 犬、猫、鶏、鳩などの動物は飼育しません。また、住宅地内の動物に餌を与えません。 

(3) 決められた場所以外には、自動車・バイク等の駐車をしません。 

(4) 騒音やその他、他人の迷惑となるような行為はしません。 

(5) 廊下、階段等の共用部分は適正に使用し、個人での使用はしません。 

(6) 住宅、及びその周辺の清掃美化に努め、火災をおこさないよう注意をします。 

(7) 住宅の修繕費用負担の区分については、市営住宅課の指示に従います。また、横須賀市で

負担する修繕であっても、独自の判断で修繕を行った時は、その費用は個人で負担します。 
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市営住宅連帯保証人連絡票（仮移転用） 

 

平成  年  月  日 

 

 （あて先）横須賀市長 

 

 

住 宅 名  

部 屋 番 号 棟 号室 

使用者氏名 ㊞ 

 
下記のとおり、連帯保証人の連絡先等を届け出ます。 

 

記 

 

連 帯 保 証 人  

１ 氏 名 

 

入居者との続柄 

２ 住 所 

 

（〒 － ） 

３ 電 話 番 号 

 
（ ） － 

４ 勤 務 先 名 

 

 

５ 勤 務 先 住 所 

 

（〒 － ） 

６ 勤務先電話番号 

 
（ ） － 

 

緊 急 連 絡 先 （なるべく連帯保証人と異なる世帯の方でお願いします。） 

１ 氏 名 

 

入居者との続柄 

２ 住 所 

 

（〒 － ） 

３ 電 話 番 号 

 
（ ） － 

４ 勤 務 先 名 

 

 

５ 勤 務 先 住 所 

 

（〒 － ） 

６ 勤務先電話番号 

 
（ ） － 
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第4号様式（第9条関係） 

市 営 住 宅 入 居 請 書 （ 本 移 転 ・ 住 替 用 ）  

 平成  年  月  日 

 

 

  (あて先)横須賀市長 

入 居 者 

 

連帯保証人 

住所 

氏名       ㊞ 

住所 

氏名       ㊞ 

 入居者は、下記の住宅の入居の許可を受けた上は、法令並びに市営住宅条例及び市営

住宅条例施行規則の規定を遵守し、入居者の義務を誠実に履行します。 

 

 連帯保証人は、入居者と連帯して家賃その他の入居者の債務を負担する責めに任じま

す。 

入居決定を

受けた住宅 
  

家 賃 
条例の規定により、毎年度行う収入申告などに基づき家賃は変更すること

があります。 

添 付 書 類 

1 誓約書 

2 連帯保証人の印鑑登録証明書 

3 連帯保証人の連絡先が分かる書類 

(事務処理欄) 
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誓  約  書（本移転・住替用） 
 

平成  年  月  日  

 

 （あて先）横須賀市長 

 

                 （入居者） 

                   現住所                      

 

                   氏 名                  ㊞   

     

 

 

１． 私、          は、下表の市営住宅に入居するにあたり、公営住宅法、住宅地区

改良法、市営住宅条例等の規定を堅く守り、特に下記事項についても了解し、遵守することを

誓約いたします。 

住 宅 名  

部 屋 番 号           棟          号室 

 

(1) 家賃はその月の末日（末日が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日）までに、納付

します。 

(2) 犬、猫、鶏、鳩などの動物は飼育しません。また、住宅地内の動物に餌を与えません。 

(3) 決められた場所以外には、自動車・バイク等の駐車をしません。 

(4) 騒音やその他、他人の迷惑となるような行為はしません。 

(5) 廊下、階段等の共用部分は適正に使用し、個人での使用はしません。 

(6) 住宅、及びその周辺の清掃美化に努め、火災をおこさないよう注意をします。 

(7) 住宅を明け渡すときは、畳の表替え・ふすまの張替えを行い、その領収書を返還届に添付

するとともに、その他必要な修繕がある場合は、市営住宅課（土地建物保全協会）の指示に

従います。 

(8) 住宅の修繕費用負担の区分については、市営住宅課の指示に従います。また、横須賀市で

負担する修繕であっても、独自の判断で修繕を行った時は、その費用は個人で負担します。 
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市営住宅連帯保証人連絡票（本移転・住替用） 

 

平成  年  月  日 

 

 （あて先）横須賀市長 

 

 

住 宅 名  

部 屋 番 号 棟 号室 

入居者氏名 ㊞ 

 
下記のとおり、連帯保証人の連絡先等を届け出ます。 

 

記 

 

連 帯 保 証 人  

１ 氏 名 

 

入居者との続柄 

２ 住 所 

 

（〒 － ） 

３ 電 話 番 号 

 
（ ） － 

４ 勤 務 先 名 

 

 

５ 勤 務 先 住 所 

 

（〒 － ） 

６ 勤務先電話番号 

 
（ ） － 

 

緊 急 連 絡 先 （なるべく連帯保証人と異なる世帯の方でお願いします。） 

１ 氏 名 

 

入居者との続柄 

２ 住 所 

 

（〒 － ） 

３ 電 話 番 号 

 
（ ） － 

４ 勤 務 先 名 

 

 

５ 勤 務 先 住 所 

 

（〒 － ） 

６ 勤務先電話番号 

 
（ ） － 
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住戸明渡し協定書（退去用） 

 

 

 横須賀市（以下「甲」という。）との間に締結した本公郷改良アパート建替事業契約（以下「事

業契約」という。）に基づき、甲と○○○○○○（以下「乙」という。）及び本公郷改良アパート建替事

業の建替に伴う入居者移転支援業務を実施する○○○○○○（以下「丙」という。）との間に、本公

郷改良アパートの入居者の移転に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（協定の目的） 

第１条 甲、乙及び丙は、住宅の明け渡しと移転に関する事項を定め、甲乙丙三者合意の上、滞り

なく移転住宅の明け渡しを完了させることを協定の目的とする。 

 

（明け渡す住宅） 

第２条  この協定により乙が甲に明け渡す住宅（以下「住宅」という。）は次のとおりとする。 

  (１)  住宅の所在    横須賀市公郷町2丁目21番地2、22番、23番地5 

  (２)  団地の名称    本公郷改良アパート 

  (３)  住宅の番号    ○－○○号室  

 

 

（乙の責務） 

第３条 乙は、その責任において、住宅に存する家財その他の動産を除去し、平成○○年○月○○

日までに前条に定める住宅を明け渡すものとする。 

２ 乙は、前項の手続きが完了したときには、速やかに甲に移転完了届を提出するものとする。 

 

（明け渡しの確認等） 

第４条 甲は、前条第２項に定める移転完了届を受理したときは、速やかにその事実を確認し、住

宅に残存物件等がある場合は、乙にその処理を請求することができるものとする。 

 

（残存物件等の処分） 

第５条 丙が残存物処分等の処理を請求した結果、乙がその権利の放棄を書面にて意思表示した場

合は、丙はこれを処分し、廃棄することができるものとする。 

２ 前項の場合において、第三者からの不服又は異議その他の申し立てがあった場合は、乙の責任

において措置するものとする。 

 

（移転補償） 

第６条  甲は、乙が移転に要する費用相当額を補償するものとし、丙は移転補償を代行するものと

する。移転補償対象は、移転料、移転雑費、就業不能補償、電話移設料、その他移転料とする。 

２  前項に定める移転補償のうち、移転料、その他移転料は、金 ○○○,○○○円とし、丙は、乙

が住宅を明け渡す前に乙に支払うことができるものとする。 

３  第１項に定める移転補償のうち、移転雑費、就業不能補償費、電話移設料は、金 ○○,○○○

円とし、丙は、乙が住宅を退去し、第４条による明け渡しの確認後、乙の移転料請求書及び移転

完了届を受理した日から１４日以内に乙に支払うものとする。 

４ 第２項及び第３項に定める移転補償の支払いは、乙が指定する金融機関に振り込むものとす

る。 

５ 第５条で規定する残存物件等の処理について、乙は、甲が指定する日までに処理するものとし、処

理が完了しない限りは、前４項に定める移転補償の支払いを無利息にて留保することとし、乙は、甲

に対し異議を述べることはできない。 

 

（信義則） 

第７条 甲乙丙三者は、信義を重んじ、誠実にこの協定に定める事項を履行するものとする。 

 

 

 

別紙１１ 



 

（疑義等の決定） 

第８条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた場合は、甲乙丙の三者協議の

うえ定めるものとする。 

 

 この協定の締結を証するため、協定書を３通作成し、甲乙丙記名押印のうえ各自その１通を保有

する。 

 

                    

   平成 ○○年 ○月○○日 

                      甲  横須賀市小川町１１番地 

                         横須賀市 

                         代表者 市長 上地 克明 

  

                     乙  横須賀市 

                         

                              ○○ ○○○ ㊞ 

 

                     丙  住所   

会社名  

                              ○○ ○○○ ㊞ 

 
 



本公郷改良アパート 平成29年7月実施 移転についての入居者意向調査結果(棟ごと)

棟 回答 1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯 6人世帯 7人世帯 8人世帯 計

工事終了後に本公郷改良アパートに戻りたい 69 20 6 0 0 0 0 1 96

「退去」して、他の市営住宅等に移りたい。 6 4 0 0 0 0 0 0 10

「退去」して、親族の家に移りたい。 1 0 0 0 0 0 0 0 1

「退去」して、施設・民間賃貸住宅等に移りたい 2 0 0 0 0 1 0 0 3

小計 78 24 6 0 0 1 0 1 110

工事終了後に本公郷改良アパートに戻りたい 38 10 2 2 0 0 0 0 52

「退去」して、他の市営住宅等に移りたい。 10 3 1 1 0 0 0 0 15

「退去」して、親族の家に移りたい。 2 0 0 0 0 0 0 0 2

「退去」して、施設・民間賃貸住宅等に移りたい 1 0 0 0 0 0 0 0 1

小計 51 13 3 3 0 0 0 0 70

工事終了後に本公郷改良アパートに戻りたい 38 16 6 0 0 0 0 0 60

「退去」して、他の市営住宅等に移りたい。 3 0 0 0 0 0 0 0 3

「退去」して、親族の家に移りたい。 4 0 0 0 0 0 0 0 4

「退去」して、施設・民間賃貸住宅等に移りたい 1 0 0 0 0 0 0 0 1

小計 46 16 6 0 0 0 0 0 68

工事終了後に本公郷改良アパートに戻りたい 8 0 0 0 0 0 0 0 8

「退去」して、他の市営住宅等に移りたい。 2 0 0 0 0 0 0 0 2

「退去」して、親族の家に移りたい。 0 0 0 0 0 0 0 0 0

「退去」して、施設・民間賃貸住宅等に移りたい 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小計 10 0 0 0 0 0 0 0 10

回答後 退去 1 0 0 0 0 0 0 0 1

退去予定 1 0 0 0 0 0 0 0 1

小計 2 0 0 0 0 0 0 0 2

187 53 15 3 0 1 0 1 260

※世帯人数は11月1日現在

Ａ棟

Ｂ棟

Ｃ棟

Ｄ棟

計

その
他

添付資料３　　入居者意向調査結果



本公郷改良アパート 平成29年7月実施 移転についての入居者意向調査結果(移転先希望ごと)

回答 1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯 6人世帯 7人世帯 8人世帯 計

Ａ棟 68 22 5 0 0 0 0 1 96

Ｂ棟 38 10 2 2 0 0 0 0 52

Ｃ棟 38 16 6 0 0 0 0 0 60

Ｄ棟 8 0 0 0 0 0 0 0 8

小計 152 48 13 2 0 0 0 1 216

Ａ棟 6 4 0 0 0 0 0 0 10

Ｂ棟 9 4 1 1 0 0 0 0 15

Ｃ棟 3 0 0 0 0 0 0 0 3

Ｄ棟 2 0 0 0 0 0 0 0 2

小計 20 8 1 1 0 0 0 0 30

Ａ棟 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Ｂ棟 2 0 0 0 0 0 0 0 2

Ｃ棟 4 0 0 0 0 0 0 0 4

Ｄ棟 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小計 7 0 0 0 0 0 0 0 7

Ａ棟 2 0 0 0 0 1 0 0 3

Ｂ棟 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Ｃ棟 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Ｄ棟 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小計 4 0 0 0 0 1 0 0 5

回答後 退去 1 0 0 0 0 0 0 0 1

退去予定 1 0 0 0 0 0 0 0 1

小計 2 0 0 0 0 0 0 0 2

185 56 14 3 0 1 0 1 260

※世帯人数は11月1日現在

１
本公郷改良アパートは「退去」せず、仮移転して
も工事終了後に本公郷改良アパートに戻りたい

２
本公郷改良アパートを「退去」して、他の市営住
宅等に移りたい。

３
本公郷改良アパートを「退去」して、親族の家に
移りたい。

４
本公郷改良アパートを「退去」して、その他(施
設・民間賃貸住宅等)に移りたい

計

その他



1 

 

添付資料４ 修繕の考え方 

 

 

 

仮住居の補修業務において、既存住宅の空住戸（1戸あたり）への実施を想定する主な修繕内容

を以下に示す。 

 

① 50万円程度の場合（少数の住戸）（Ａ棟：３戸、Ｂ棟：１戸、Ｃ棟：２戸  計：６戸） 

 畳敷きこみ又は表替え（12枚程度） 

 建具開閉調整 

 カーテンレール取り付け 

 流し台扉取手等取替え 

 玄関扉シリンダー取替え 

 コンセント取替え（1箇所） 

 水栓取り替え（2箇所） 

 便座取替え 

 衛生器具パッキン等取替え 

 クリーニング 

 電気・水道料金 

 残材撤去 

 

② 75万円程度の場合（概ねの住戸）（Ａ棟：18戸、Ｂ棟：11戸、Ｃ棟：10戸  計：39戸） 

 ①の内容 

 壁、天井塗装（ＥＰ、一部ウレタン） 

 木部塗装 

 水回りパイプのアクリル塗装 

 木部（一部ボード類）補修 

 玄関照明取替え 

 ガス栓取替え（2箇所） 

 

③ 100万円程度の場合（少数の住戸）（Ａ棟：６戸、Ｂ棟：３戸、Ｃ棟：８戸  計：17戸） 

 ②の内容 

 襖の張替（鳥の子紙、8面程度） 

 下駄箱設置 

 床ＣＦ張り（5㎡程度） 

 ドアクローザー取替え 
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